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中央本部は２月１５日に、ＪＲ貨物会社に対してベースアップ１０,０００円を含む「２０２３年

度新賃金要求の申し入れ」と「諸要求改善に向けた申し入れ」を行ないました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナや物価上昇の影響を受ける中、２０２３春闘が始まりました。青年部員は感染予防対策を

徹底しながらも度重なる自然災害や雪害などに日々対応し、安全安定輸送を担ってきました。しか

し、消費者物価指数が３～４％上昇し、今後もさらに上がっていくことが想定され組合員の生活は

厳しくなる一方です。 

職場では要員不足や老朽化した設備など職場での問題が山積となっています。青年部員の努力、

ベア獲得、職場で発生している諸問題解決と２０２３ＪＲ総連春闘勝利に向けて、職場から闘いを

つくりましょう！！ 

 
 

 

回答指定日３月１7 日（金） 

～～申申しし入入れれ内内容容～～  

「２０２３年度新賃金要求の申し入れ」 

①２０２３年度のベースアップは１０，０００円を実施すること。また、職群別基本給表の「基準額」及び

「最低額」、「年齢保障給」についても１０，０００円の改善を実施すること。 

②昇給額表に記載されている昇給額を完全実施すること。 

③契約社員及び臨時社員、シニア社員の定期昇給分を２％として実施すること。併せてベースアップ分とし

て１０，０００円を実施すること。 

④回答指定日は３月１７日（金曜日）とすること。 

               「諸要求改善に向けた申し入れ」 

Ⅰ．諸制度の改善について 

１．格差是正について（５項目） 

２．手当及び制度の新設について（３４項目） 

３．福利厚生制度について（３項目） 

Ⅱ．契約・臨時社員の労働条件改善について（５項目） 

Ⅲ．職場環境改善について（２２項目） 

Ⅳ．安全・事故対策について（１９項目） 


